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（
内
閣
委
員
会
）

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正

１

住
民
票
の
記
載
事
項
と
し
て
、
個
人
番
号
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
本
人
等
の
請
求
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
等
に
つ
い

て
、
特
別
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
個
人
番
号
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２

本
人
確
認
情
報
の
利
用
事
務
に
関
す
る
規
定
を
別
表
に
追
加
す
る
。

３

指
定
情
報
処
理
機
関
制
度
を
廃
止
し
、
そ
の
事
務
を
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
に
基
づ
き
設
置
す
る
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

。

４

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

二
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
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１

「
電
子
署
名
」
に
加
え

「
電
子
利
用
者
証
明
」
に
係
る
規
定
を
新
た
に
設
け
る
。

、

２

指
定
認
証
機
関
制
度
を
廃
止
し
、
電
子
証
明
書
の
発
行
等
の
事
務
を
機
構
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３

署
名
用
電
子
証
明
書
・
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
を
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

行
政
機
関
等
に
限
定
し
て
い
た
署
名
検
証
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
。

三
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備

地
方
自
治
法
の
ほ
か
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


